
平成３０年（２０１８年）３月１４日 

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 行 政 監 理 担 当 

 

（第１５号議案） 

 

 

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 

旅館業法及び建築基準法の改正等に伴い、中野区事務手数料条例を次のように改正

する。 

 

１ 旅館業法の改正に伴う規定整備（別表第２の９の項） 

  「ア ホテル営業 イ 旅館営業」を「ア 旅館・ホテル営業」に改める。 

 

２ 都市計画法第４７条第５項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付に係る事務

手数料の単位の改正（別表第２の８０の項） 

  事務手数料の単位を「用紙１枚」から「１件」に改める。 

 

３ 建築基準法の改正に伴う規定整備 

⑴ 引用する条文の項の移動が生じたため規定を整備する。（別表第２の９７の項） 

⑵ 「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。（別表第２の９９の２、１００、１０６、

１０８の２、１０９、１１４、１２１の項） 

 

４ 施行日 

⑴ 上記１ 平成３０年６月１５日 

⑵ 上記２ 公布の日 

⑶ 上記３ 平成３０年４月１日 
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平成３０年（２０１８年）３月１４日 

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 行 政 監 理 担 当 

（第１５号議案） 
 

中野区事務手数料条例（昭和３３年中野区条例第２号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第２条関係） 

  事務 名称及び額 徴収時期 

１～ 

８の２ 

（略） （略） （略） 

９ 旅館業法（昭和２３年法律第１

３８号）第３条第１項の規定に基

づく旅館業の許可の申請に対す

る審査 

旅館業許可申請手数料 

ア 旅館・ホテル営業

 ２２，０００円 

 

 

イ 簡易宿所営業 １

１，０００円 

ウ 下宿営業 １１，

０００円 

許可申請の

とき 

１０～

７９ 

 （略）  （略） （略） 

８０ 都市計画法第４７条第５項の

規定に基づく開発登録簿の写し

の交付 

開発登録簿の写しの交

付手数料 １件につき７

００円 

交付申請の

とき 

別表第２（第２条関係） 

  事務 名称及び額 徴収時期 

１～ 

８の２ 

（略） （略） （略） 

９ 旅館業法（昭和２３年法律第１

３８号）第３条第１項の規定に基

づく旅館業の許可の申請に対す

る審査 

旅館業許可申請手数料 

ア  ホテル営業  ２

２，０００円 

イ 旅館営業 ２２，

０００円 

ウ 簡易宿所営業 １

１，０００円 

エ 下宿営業 １１，

０００円 

許可申請

のとき 

１０～

７９ 

 （略）  （略） （略） 

８０ 都市計画法第４７条第５項の

規定に基づく開発登録簿の写し

の交付 

開発登録簿の写しの交

付手数料 用紙１枚につ

き７００円 

交付申請

のとき 
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８１～

９６ 

（略） （略） （略） 

９７  建築基準法第４８条第１項た

だし書、第２項ただし書、第３項

ただし書、第４項ただし書、第５

項ただし書、第６項ただし書、第

７項ただし書、第９項ただし書、

第１０項ただし書、第１１項ただ

し書、第１２項ただし書又は第１

３項ただし書（同法第８７条第２

項若しくは第３項又は第８８条

第２項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく建築等の

許可の申請に対する審査 

用途地域における建築

等許可申請手数料 １８

０，０００円 

許可申請の

とき 

９８・

９９ 

（略） （略） （略） 

９９の

２ 

建築基準法第５３条第４項の

規定に基づく建築物の建蔽率に

関する特例の許可の申請に対す

る審査 

建築物の建蔽率の特例

許可申請手数料 ３６，０

００円 

許可申請の

とき 

１００ 建築基準法第５３条第５項第

３号の規定に基づく建築物の建

蔽率に関する制限の適用除外に

係る許可の申請に対する審査 

建築物の建蔽率に関す

る制限の適用除外に係る

許可申請手数料 ３６，０

００円 

許可申請の

とき 

１０１

～ 

１０５ 

（略） （略） （略） 

８１～

９６ 

（略） （略） （略） 

９７  建築基準法第４８条第１項た

だし書、第２項ただし書、第３項

ただし書、第４項ただし書、第５

項ただし書、第６項ただし書、第

７項ただし書、第８項ただし書、

第９項ただし書、第１０項ただし

書、第１１項ただし書又は第１２

項ただし書（同法第８７条第２項

若しくは第３項又は第８８条第

２項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく建築等の許

可の申請に対する審査 

用途地域における建築

等許可申請手数料 １８

０，０００円 

許可申請

のとき 

９８・

９９ 

（略） （略） （略） 

９９の

２ 

建築基準法第５３条第４項の

規定に基づく建築物の建ぺい率

に関する特例の許可の申請に対

する審査 

建築物の建ぺい率の特

例許可申請手数料 ３６，

０００円 

許可申請

のとき 

１００ 建築基準法第５３条第５項第

３号の規定に基づく建築物の建

ぺい率に関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査 

建築物の建ぺい率に関

する制限の適用除外に係

る許可申請手数料 ３６，

０００円 

許可申請

のとき 

１０１

～ 

１０５ 

（略） （略） （略） 
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１０６ 建築基準法第５９条第１項第

３号の規定に基づく建築物の容

積率、建蔽率、建築面積又は壁面

の位置に関する特例の許可の申

請に対する審査 

高度利用地区における

建築物の容積率、建蔽率、

建築面積又は壁面の位置

の特例許可申請手数料 

１６０，０００円 

許可申請の

とき 

１０７

・１０

８ 

（略） （略） （略） 

１０８

の２ 

建築基準法第６０条の２第１

項第３号の規定に基づく建築物

の容積率、建蔽率、建築面積、高

さ又は壁面の位置に関する制限

の適用除外に係る許可の申請に

対する審査 

都市再生特別地区内の

建築物の容積率、建蔽率、

建築面積、高さ又は壁面の

位置に関する制限の適用

除外に係る許可申請手数

料 １６０，０００円 

許可申請の

とき 

１０９ 建築基準法第６８条の３第１

項の規定に基づく建築物の容積

率、同条第２項の規定に基づく建

築物の建蔽率又は同条第３項の

規定に基づく建築物の高さに関

する制限の適用除外に係る認定

の申請に対する審査 

再開発等促進区等内の

建築物の容積率、建築物の

建蔽率又は建築物の高さ

に関する制限の適用除外

に係る認定申請手数料 

２８，０００円 

認定申請の

とき 

１１０ 

～ 

１１３ 

（略） （略） （略） 

１１４ 建築基準法第６８条の５の６

の規定に基づく建築物の建蔽率

の特例の認定の申請に対する審

査 

地区計画等の区域内の

建築物の建蔽率の特例認

定申請手数料 ２８，００

０円 

認定申請の

とき 

１１５ 

～ 

１２０ 

（略） （略） （略） 

１０６ 建築基準法第５９条第１項第

３号の規定に基づく建築物の容

積率、建ぺい率、建築面積又は壁

面の位置に関する特例の許可の

申請に対する審査 

高度利用地区における

建築物の容積率、建ぺい

率、建築面積又は壁面の位

置の特例許可申請手数料

 １６０，０００円 

許可申請

のとき 

１０７

・１０

８ 

（略） （略） （略） 

１０８

の２ 

建築基準法第６０条の２第１

項第３号の規定に基づく建築物

の容積率、建ぺい率、建築面積、

高さ又は壁面の位置に関する制

限の適用除外に係る許可の申請

に対する審査 

都市再生特別地区内の

建築物の容積率、建ぺい

率、建築面積、高さ又は壁

面の位置に関する制限の

適用除外に係る許可申請

手数料 １６０，０００円 

許可申請

のとき 

１０９ 建築基準法第６８条の３第１

項の規定に基づく建築物の容積

率、同条第２項の規定に基づく建

築物の建ぺい率又は同条第３項

の規定に基づく建築物の高さに

関する制限の適用除外に係る認

定の申請に対する審査 

再開発等促進区等内の

建築物の容積率、建築物の

建ぺい率又は建築物の高

さに関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料

 ２８，０００円 

認定申請

のとき 

１１０ 

～ 

１１３ 

（略） （略） （略） 

１１４ 建築基準法第６８条の５の６

の規定に基づく建築物の建ぺい

率の特例の認定の申請に対する

審査 

地区計画等の区域内の

建築物の建ぺい率の特例

認定申請手数料 ２８，０

００円 

認定申請

のとき 

１１５ 

～ 

１２０ 

（略） （略） （略） 
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１２１ 建築基準法第８６条の６第２

項の規定に基づく建築物の容積

率、建蔽率、外壁の後退距離又は

高さに関する制限の適用除外に

係る認定の申請に対する審査 

一団地の住宅施設に関

する都市計画に基づく建

築物の容積率、建蔽率、外

壁の後退距離又は高さに

関する制限の適用除外に

係る認定申請手数料 ２

８，０００円 

認定申請の

とき 

１２１

の２ 

～ 

１３１ 

（略） （略） （略） 

 

１２１ 建築基準法第８６条の６第２

項の規定に基づく建築物の容積

率、建ぺい率、外壁の後退距離又

は高さに関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

一団地の住宅施設に関

する都市計画に基づく建

築物の容積率、建ぺい率、

外壁の後退距離又は高さ

に関する制限の適用除外

に係る認定申請手数料 

２８，０００円 

認定申請

のとき 

１２１

の２ 

～ 

１３１ 

（略） （略） （略） 

 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

  

   附 則  

１ この条例中別表第２の８０の項の改正規定及び次項の規定は公布の日から、

同表９７の項並びに９９の２の項、１００の項、１０６の項、１０８の２の項、

１０９の項、１１４の項及び１２１の項の改正規定は平成３０年４月１日から、

同表９の項の改正規定は同年６月１５日から施行する。 

 

２ 改正後の別表第２の９の項の規定は、旅館業法の一部を改正する法律（平成

２９年法律第８４号）附則第５条第１項の規定による許可の申請に対する審査

の事務に係る中野区事務手数料条例第１条に規定する事務手数料についても適

用があるものとする。 
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